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１.17年３月期の業績（平成 16年 4月１日 ～ 平成 17年 3月31日）
(1)経営成績 　　　（注）本個別財務諸表の概要の金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年 3月期 294,154 10.7 9,045 53.7 8,102 70.0

16年 3月期 265,716 1.4 5,886 17.8 4,766 40.3

  
１ 株 当 た り
当期純利益

潜在株式調整
後１株当たり当
期純利益

株 主 資 本
当期純利益率

総 資 本
経常利益率

売 上 高
経常利益率

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％

17年 3月期 2,289 37.1 8.12 － 9.5 3.5 2.8

16年 3月期 1,670 122.4 5.92 － 7.0 2.0 1.8

(注)①期中平均株式数 17年 3月期    281,969,126 株          16年 3月期    282,198,343 株 

     ②会計処理の方法の変更　　　 有　（減損会計の早期適用）

     ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)配当状況
配当金総額 株主資本

中間 期末 (年間) 配当率
円　銭 円　銭 円　銭 百万円 ％ ％

17年 3月期 3.00 － 3.00 845 36.9 3.3

16年 3月期 1.50 － 1.50 423 25.3 1.9

（注）17年３月期期末配当金の内訳は、普通配当3円であります。

(3)財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

17年 3月期 233,760 25,386 10.9 90.09

16年 3月期 233,696 22,920 9.8 81.24

（注）①期末発行済株式数　17年 3月期    281,800,141株     16年 3月期     282,141,631株

  　　②期末自己株式数     17年 3月期       1,048,608株     16年 3月期           707,118株

２. 18年  3月期の業績予想（ 平成 17年 4月 １日  ～  平成 18年 3月 31日 ）
　　　　１株当たり年間配当金
中間 期末

百万円 百万円 百万円 円　銭 円　銭 円　銭

中 間 期 135,000 3,900 1,800 － － －

通 　　期 295,000 8,100 4,100 － 3.00 3.00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）         14　円  55 銭

※　　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は経済
　　情勢など様々な不確定要因により、これらの予想数値と異なる場合があります。

１株当たり株主資本

売　　上　　高 営　業　利　益 経　常　利　益

当 期 純 利 益

配当性向

株主資本比率

売上高 経常利益 当期純利益

１株当たり年間配当金

総  資  産 株  主  資　本



１．個別財務諸表等

(1)比  較  貸  借  対  照  表

前　事　業　年　度 当　事　業　年　度

科 目 (平成16年3月31日現在) (平成17年3月31日現在)

金    額 構成比 金    額 構成比 金　　　額

（ 資 産 の 部 ） (％) (％)

 Ⅰ  流  動  資  産
1. 現 金 及 び 預 金 12,025 10,116 △ 1,909
2. 受 取 手 形 4,643 5,382 739
3. 作 業 未 収 入 金 58,937 69,019 10,082
4. 未 成 作 業 支 出 金 15,073 12,812 △ 2,261
5. 販 売 用 不 動 産 1,609 869 △ 740
6. 貯 蔵 品 864 929 65
7. 前 払 費 用 375 411 36
8. 繰 延 税 金 資 産 1,272 1,264 △ 8
 9. 短 期 貸 付 金 28 1 △ 27
10. 関 係 会 社 短 期 貸 付 金 436 35 △ 401
11. 未 収 入 金 1,944 2,006 62
12. そ の 他 2,701 2,535 △ 166
13. 貸 倒 引 当 金 △ 515 △ 468 47

流 動 資 産 合 計 99,397 42.5 104,917 44.9 5,520

 Ⅱ  固  定  資  産
  １．有 形 固 定 資 産
(1) 建 物 27,451 25,671 △ 1,780
(2) 構 築 物 1,282 1,163 △ 119
(3) 機 械 及 び 装 置 4,442 4,106 △ 336
(4) 船 舶 52 579 527
(5) 車 両 運 搬 具 443 511 68
(6) 工 具 器 具 及 び 備 品 727 705 △ 22
(7) 土 地 43,889 41,492 △ 2,397
(8) 建 設 仮 勘 定 1,434 311 △ 1,123

有 形 固 定 資 産 合 計 79,725 34.1 74,542 31.9 △ 5,183

  ２． 無 形 固 定 資 産
(1) 借 地 権 1,229 1,229 －
(2) ソ フ ト ウ ェ ア 3,120 1,960 △ 1,160
(3) 電 話 加 入 権 182 182 －
(4) そ の 他 890 1,642 752

無 形 固 定 資 産 合 計 5,423 2.3 5,015 2.1 △ 408

  ３． 投 資 そ の 他 の 資 産
(1) 投 資 有 価 証 券 15,615 16,317 702
(2) 関 係 会 社 株 式 6,996 6,959 △ 37
(3) 出 資 金 15 15 －
(4) 関 係 会 社 出 資 金 1,279 1,414 135
(5) 長 期 貸 付 金 188 187 △ 1
(6) 従 業 員 に 対 す る 長 期 貸 付 金 9 11 2
(7) 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 535 675 140
(8) 破 産 ・ 更 生 債 権 等 2,667 2,023 △ 644
(9) 長 期 前 払 費 用 132 65 △ 67
(10) 繰 延 税 金 資 産 17,572 17,306 △ 266
(11) 差 入 保 証 金 4,889 4,710 △ 179
(12) そ の 他 1,878 1,763 △ 115
(13) 貸 倒 引 当 金 △ 2,629 △ 2,166 463

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 49,149 21.1 49,285 21.1 136

固 定 資 産 合 計 134,298 57.5 128,843 55.1 △ 5,455

資 産 合 計 233,696 100.0 233,760 100.0 64

(単位：百万円、未満切捨）

増　　減

－個１－



前　事　業　年　度 当　事　業　年　度

科 目 (平成16年3月31日現在) (平成17年3月31日現在)

金    額 構成比 金    額 構成比 金　　　額

（ 負 債 の 部 ） (％) (％)

 Ⅰ  流  動  負  債
1. 支 払 手 形 14,453 9,512 △ 4,941
2. 作 業 未 払 金 25,991 36,996 11,005
3. 短 期 借 入 金 46,150 41,340 △ 4,810
4. 1年内に返済予定の長期借入金 9,514 9,243 △ 271
5. コ マ ー シ ャ ル ペ ー パ ー 3,000 3,000 －
6. 未 払 金 1,258 900 △ 358
7. 未 払 法 人 税 等 1,537 3,534 1,997
8. 未 払 消 費 税 等 566 486 △ 80
9. 未 払 費 用 1,813 2,050 237
10. 未 成 作 業 受 入 金 5,083 4,599 △ 484
11. 預 り 金 2,212 2,453 241
12. 前 受 収 益 1 1 －
13. 完 成 工 事 補 償 引 当 金 28 26 △ 2
14. そ の 他  781  561 △ 220

流 動 負 債 合 計 112,393 48.1 114,705 49.0 2,312

 Ⅱ  固  定  負  債
1. 長 期 借 入 金 46,567 42,324 △ 4,243
2. 退 職 給 付 引 当 金  44,377  44,439 62
3. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金  284  361 77
4. 長 期 設 備 未 払 金  2  1 △ 1
5. 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 7,150 6,542 △ 608

固 定 負 債 合 計 98,382 42.1 93,669 40.1 △ 4,713

負 債 合 計 210,776 90.2 208,374 89.1 △ 2,402

（ 資 本 の 部 ）

 Ⅰ  資        本        金  18,318 7.8  18,318 7.8 －

 Ⅱ  資　本　剰　余　金

  １．  1,634  1,634 －

  ２．  0  1 1

 1,635 0.7  1,636 0.7 1

 Ⅲ  利　益　剰　余　金

  １．  42  85 43

  ２．  500  1,700 1,200

  ３． 2,677 3,161 484

 3,219 1.4  4,946 2.1 1,727

 Ⅳ  土　地　再　評　価　差　額　金 △ 2,454 △ 1.1 △ 2,315 △ 0.9 139

 Ⅴ そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  2,269  1.0  2,965  1.3 696

 Ⅵ 自　　己　　株　　式 △ 68 △ 0.0 △ 165 △ 0.1 △ 97

資 本 合 計  22,920 9.8  25,386 10.9 2,466

負 債 及 び 資 本 合 計 233,696 100.0 233,760 100.0 64

当 期 未 処 分 利 益

利 益 剰 余 金 合 計

(単位：百万円、未満切捨）

増　　減

資 本 準 備 金

資 本 剰 余 金 合 計

そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 準 備 金

任 意 積 立 金

－個２－



(2)比  較  損  益  計  算  書
（単位：百万円、未満切捨）

百分比 百分比

％ ％

Ⅰ 265,716 100.0 294,154 100.0 28,438

Ⅱ 249,776 94.0 275,175 93.5 25,399

15,939 6.0 18,979 6.5 3,040

Ⅲ 10,053 3.8 9,933 3.4 △ 120

5,886 2.2 9,045 3.1 3,159

Ⅳ

1. 受 取 利 息 21 15

2. 受 取 配 当 金 801 853

3. 賃 貸 料 233 253

4. そ の 他 206 1,263 0.5 327 1,449 0.5 186

Ⅴ

1. 支 払 利 息 1,890 1,732

2. そ の 他 494 2,384 0.9 659 2,392 0.8 8

4,766 1.8 8,102 2.8 3,336

Ⅵ

1. 投 資 有 価 証 券 売 却 益               －               －  126  126  0.0 126

Ⅶ

1. 減 損 損 失               － 2,645

2. 固 定 資 産 売 廃 却 損 85 498

3. た な 卸 資 産 評 価 損 832 215

4. 投 資 有 価 証 券 評 価 損 64 38

5. ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 42 1,024 0.4 -  3,397 1.2 2,373

3,742  1.4 4,831  1.6 1,089

1,180 3,350

891 2,072 0.8 △ 808 2,542 0.8 470

1,670  0.6 2,289  0.8 619

1,046 1,011 △ 35

△ 39 △ 138 △ 99

2,677 3,161 484

金　　　額

増　　減自 平成15年4月 １日

至 平成16年3月31日

自 平成16年4月 １日

至 平成17年3月31日

金        額 金        額

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

当 期 純 利 益

前 期 繰 越 利 益

土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額

当 期 未 処 分 利 益

特 別 損 失

法 人 税 等 調 整 額

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

営 業 外 費 用

作 業 総 利 益

科                             目

経 常 利 益

特 別 利 益

前　事　業　年　度 当　事　業　年　度

作 業 収 入

作 業 原 価

－個３－



（３）比 較 利 益 処 分 案
(単位：百万円、未満切捨)

Ⅰ 当 期 未 処 分 利 益

  これを次のとおり処分いたします。

Ⅱ 利 益 処 分 額

利 益 準 備 金

利 益 配 当 金
(1株につき１円50銭） (1株につき3円00銭）

任 意 積 立 金

別 途 積 立 金

Ⅲ 次 期 繰 越 利 益

Ⅰ そ の 他 資 本 剰 余 金 0 1 1

  これを次のとおり処分いたします。

Ⅱ 処 分 額 - - -

Ⅲ そ の 他 資本剰余金繰 越高 0 1 1

（４）事 業 種 別 作 業 収 入
(単位：百万円、未満切捨)

％ ％
物 流 事 業 59.9 173,923 59.1 14,814

機 工 事 業 35.9 108,385 36.9 12,987

そ の 他 事 業 4.2 11,845 4.0 636

合             計 100.0 294,154 100.0 28,438

85 43

2,130

-

（ そ の他資本剰余金の処分 ）

1,011

（ 当 期 未 処 分 利 益 の 処 分 ）

423 845 422

4651,665

42

増減金額

1,200

95,398

11,209

増    減

20

3,161 484 

（平成16年4月1日～平成17年3月31日)区                分

金　　額

265,716

当事業年度前事業年度
（平成15年4月1日～平成16年3月31日)

159,109

科               目

構成比 金　　額

前事業年度
(平成16年6月29日)

当事業年度(案)
(平成17年6月29日)

構成比

2,677

金　　額

1,031

1,200

－個４－



２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社及び関連会社株式
       移動平均法による原価法

②その他の有価証券
     ・時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却
    原価は移動平均法により算定)

     ・時価のないもの
    移動平均法による原価法

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法
            時価法

（３）たな卸資産の評価基準及び評価方法
①未成作業支出金 個別法による原価法

②販売用不動産 個別法による原価法

③貯    蔵    品 先入先出法による原価法

（４）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
   建物は定額法、建物以外については定率法を採用しております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15～50年
機械及び装置 7～17年

②無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年）で償却して
おります。

（５）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
  外貨建金銭債権債務は、決算期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として処理しております。

（６）引当金の計上基準
①貸倒引当金
   債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②完成工事補償引当金
  完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、完成工事に係る補償見積額を計上しております。

③退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込
額に基づき計上しております。
　 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）
による定額法により按分した額を費用処理しています。
   数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（12年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理して
おります。

④役員退職慰労引当金
  役員および執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上して
おります。

（７）リース取引の処理方法
   リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

－個５－



（８）ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
   繰延ヘッジ処理によっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象
  ・ヘッジ手段…金利スワップ取引 
  ・ヘッジ対象…借入金

③ヘッジ方針
   当社の内部管理基準である「金利スワップ実行管理基準」に基づき金利変動リスクをヘッジして
おります。

④ヘッジ有効性評価の方法
   比率分析によっております。

（９）消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

３．会計方針の変更

固定資産の減損に係る会計基準

　当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に
関する意見書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適
用指針」（企業会計基準委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）を適用してお
ります。
これにより当事業年度の税引前当期純利益は2,645百万円減少しております。
　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき当該各資産の金額から直
接控除しております。

－個６－



4.注記事項

[貸借対照表］

１．有形固定資産の減価償却累計額 １．有形固定資産の減価償却累計額
87,225 百万円 87,948 百万円

２．担保資産 ２．担保資産
　（財団抵当）有形固定資産 38,845 百万円 　（財団抵当）有形固定資産 37,321 百万円

　（個別担保）有形固定資産他 17,088 百万円 　（個別担保）有形固定資産他 8,264 百万円

３．関係会社に対する債権債務 ３．関係会社に対する債権債務
　　受取手形 44 百万円 　　受取手形 24 百万円
　　作業未収入金 2,503 百万円 　　作業未収入金 2,664 百万円
　　作業未払金 7,845 百万円 　　作業未払金 11,466 百万円

４．保証債務 7,453 百万円 ４．保証債務 7,063 百万円

５．会社が発行する株式　　　普通株式 ５．会社が発行する株式　　　普通株式
　　発行済株式総数　　　　　普通株式 　　発行済株式総数　　　　　普通株式

６．自己株式の保有数　　　　普通株式 ６．自己株式の保有数　　　　普通株式

７．土地の再評価 ７．土地の再評価
　　　当社は、「土地の再評価に関する法律」（平成10年３ 　　　当社は、「土地の再評価に関する法律」（平成10年３
　　月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評 　　月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評
　　価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税 　　価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税
　　金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の 　　金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の
　　部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」 　　部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」
　　として資本の部に計上しております。 　　として資本の部に計上しております。

　（追加情報）
　　土地の再評価差額に係る税金相当額につきましては、再
　　評価額の総額が再評価直前の帳簿価額の総額を上回って
　　いたため負債の部に計上しておりましたが、日本公認会
　　計士協会 監査委員会報告第70号「その他有価証券の評
　　価差額及び固定資産の減損損失に係る税効果会計の適用
　　における監査上の取扱い」が平成16年２月17日に改正さ
　　れ、固定資産の再評価に伴う繰延税金資産の取扱いが明
　　確になったことを契機に、マイナスの評価差額に係る繰
　　延税金資産の回収可能性を個別に検討した結果、その回
　　収スケジュールがたたないため回収可能性がないものと
　　考えられる5,248百万円について、「土地再評価差額金」
　　を減額しております。
    この結果、資本の部の「土地再評価差額金」が5,248百
　　万円減少し、負債の部の「再評価に係る繰延税金負債」
　　が同額増加しております。

　　・再評価の方法 　　・再評価の方法
　　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31 　　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31
　　日公布政令第119号）第２条第４号に定める「地価税法」 　　日公布政令第119号）第２条第４号に定める「地価税法」
　　第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる 　　第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる
　　土地の価額を算定するために、国税庁長官が定めて公表 　　土地の価額を算定するために、国税庁長官が定めて公表
　　した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算 　　した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算
　　出しております。 　　出しております。
　　・再評価を行った日 　　・再評価を行った日
　　・再評価を行った土地の期末における 　　・再評価を行った土地の期末における
　　　時価と再評価後の帳簿価額との差額　△ 5,527百万円 　　　時価と再評価後の帳簿価額との差額　△ 7,230百万円

８．借入コミットメントライン ８．借入コミットメントライン
　　　当社は、資金調達力の強化および有利子負債圧縮を目 　　　当社は、資金調達力の強化および有利子負債圧縮を目
　　的に、総額35,000百万円のコミットメントライン契約 　　的に、総額35,000百万円のコミットメントライン契約
　　（主幹事銀行　株式会社みずほコーポレート銀行他参加　  　（主幹事銀行　株式会社みずほコーポレート銀行他参加　
　　銀行13行）を締結しております。　当期末における借入 　　銀行12行）を締結しております。　当期末における借入
　　実行残高は、17,150百万円であります。 　　実行残高は、12,250百万円であります。

９．配当制限 ９．配当制限
　　　該当事項はありません。 　　　商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当

　　することが制限されている金額は649百万円であります。

282,848,749株

1,048,608株

282,848,749株

平成14年3月31日 平成14年3月31日

707,118株

600,000,000株

当　事　業　年　度前　事　業　年　度
自　平成１５年４月１日
至　平成１６年３月31日

自　平成１６年４月１日
至　平成１７年３月31日

600,000,000株

－個７－



[損益計算書]

１．関係会社との営業外取引 １．関係会社との営業外取引
　　受取利息 17 百万円 　　受取利息 11 百万円
　　受取配当金 587 百万円 　　受取配当金 619 百万円

２．たな卸資産評価損 ２．たな卸資産評価損
　　たな卸資産評価損は、販売用不動産の評価損であります。 　　たな卸資産評価損は、販売用不動産の評価損であります。
　 　

３．固定資産売廃却損 ３．固定資産売廃却損
　　固定資産売廃却損は、土地および建物の売廃却損であります｡ 　　固定資産売廃却損は、土地および建物の売廃却損であります｡

４．減損損失
　　当社は、事業用資産については管理会計上での最小単位であ
　る支店で、遊休資産については個別物件単位でグルーピングし
　ております。
　　このうち、各エリア・支店の福利厚生施策の見直し等により
　遊休となった資産で、将来の用途が定まっていない資産の帳簿
　価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（2,645
　百万円）として、特別損失に計上しております。

　※地域ごとの主な内訳

　　なお、当該資産の回収可能価額は、帳簿価額に重要性のある
　土地・建物については不動産鑑定評価基準に基づいた評価基準
　とし、それ以外の土地については路線価による相続税評価額、
　固定資産税評価額を基準としております。

５.リース取引関係

　　　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

６.有価証券関係

　　当事業年度および前事業年度のいずれにおいても子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

至　平成１６年３月31日 至　平成１７年３月31日

前　事　業　年　度 当　事　業　年　度

自　平成１５年４月１日 自　平成１６年４月１日

地域 主な用途 合計金額
建物 449
土地 482
その他 24
建物 －
土地 310
その他 －
建物 30
土地 47
その他 0
建物 4
土地 1,294
その他 －
建物 484
土地 2,135
その他 25

2,645計

956

遊休資産

関東

近畿

中国

九州

種　類　別

310

78

1,298

－個８－



７．税効果会計関係

前　事　業　年　度 当　事　業　年　度
自  平成１５年４月 １日 自  平成１６年４月 １日

至  平成１６年３月31日 至  平成１７年３月31日

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 繰延税金資産

17,441 百万円 17,732 百万円

たな卸資産評価損 866 880

775 729

718 599

496 たな卸資産評価損 596

未払事業税 146 466

未払賞与 118 未払事業税 348

役員退職慰労引当金 115 未払賞与 216

その他 150 役員退職慰労引当金 146

繰延税金資産小計 20,829 百万円 その他 102

評価性引当額 △ 440 繰延税金資産小計 21,818 百万円

20,389 百万円 評価性引当額 △ 1,229

20,589 百万円

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △ 1,545 百万円 その他有価証券評価差額金 △ 2,018 百万円

△ 1,545 百万円 △ 2,018 百万円

繰延税金資産の純額 18,844 百万円 繰延税金資産の純額 18,570 百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の｢法人税、住民税及び ２．法定実効税率と税効果会計適用後の｢法人税、住民税及び

 事業税｣の負担率との差異原因  事業税｣の負担率との差異原因

法定実効税率 42.0 ％ 法定実効税率 40.5 ％

(調整) (調整)

8.2 4.7

5.4 固定資産　減損損失 4.5

2.8 住民税均等割額 4.2

設備投資税額控除 △ 3.5 設備投資税額控除 △ 0.9

その他 0.5 その他 △ 0.4

税効果会計適用後の｢法人税、住民税 税効果会計適用後の｢法人税、住民税

及び事業税」の負担率 55.4 ％ 及び事業税」の負担率 52.6 ％

繰延税金資産合計

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正

繰延税金負債合計

交際費等永久に損金に算入されない項目交際費等永久に損金に算入されない項目

住民税均等割額

繰延税金負債合計

固定資産　減損損失

有価証券評価損

繰延税金資産合計

退職給付引当金

貸倒引当金繰入限度超過額

退職給付引当金

貸倒引当金繰入限度超過額

ゴルフ会員権評価損

有価証券評価損

ゴルフ会員権評価損

－個９－



8．重要な後発事象

前　事　業　年　度 当　事　業　年　度
自  平成１５年４月 １日 自  平成１６年４月 １日

至  平成１６年３月31日 至  平成１７年３月31日

（円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行）

　　平成17年４月５日開催の当社取締役会において、2005年４月22日を

　払込期日とするスイス連邦を中心とする海外市場（但し、米国を除く）

　における募集を行う2009年３月31日満期円貨建転換社債型新株予約

　権付社債の発行を決議し、下記のとおり発行いたしました。

　その概要は次のとおりであります。

１.発行総額 　10,000百万円

２.発行価額 　額面金額の100％

（各本社債額面金額 ５百万円　なお、包括新株

予約権付社債券の場合には、10,000百万円）

３.発行価格 　額面金額の102.5％

４.利率 　本社債には利息を付さない。

５.払込期日 　2005年４月22日（チューリッヒ時間）

６.償還方法及び期限

（１）満期償還

　　　2009年３月31日（ルクセンブルグ時間。以下別段の表

　　　示がない限り同じ）に本社債の額面の金額100%で償還

　　　する。

（２）当社の選択による繰上償還

　　　株式会社東京証券取引所（以下｢東京証券取引所｣とい

　　　う）における当社普通株式の普通取引の終値が、20連

　　　続取引日にわたり、当該各取引日において有効な転換

　　　価額の120%以上であった場合、当社は本新株予約権付

　　　社債の所持人に対して、当該20連続取引日の最終日か

　　　ら30日以内に、償還日から30日以上60日以内の事前の

　　　通知を行うことにより、2008年４月１日以降2009年

　　　３月30日までの間、残存本社債の全部を本社債の額面

　　　金額で償還することができる。

７.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

（１）種類 　当社普通株式

（２）数 　本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新

　たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株

　式を移転する数は、行使請求に係る本社債の発行価

　額の総額を下記９.記載の転換価額（但し、下記10.に

　より修正又は調整された場合は修正後又は調整後の

  転換価額）で除した数とする。

８.発行する本新株予約権の総数

　2,000個

９.当初転換価額

　398円

10.本新株予約権の行使に際して払い込むべき額

　　　2006年４月14日及び2007年４月13日（以下各々「第１

　　　決定日」及び「第２決定日」という）までの各10連続

　　　取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通

　　　取引の毎日の終値の平均値で１円未満の端数を切上げ

　　　た金額が各決定日に有効な転換価額を１円以上下回る

　　　場合には、転換価額は、第１決定日に係る修正につい

　　　ては2006年４月28日、第２決定日に係る修正について

　　　は2007年４月27日以降、当該各決定日価額に修正され

　　　る。

　　　但し、いずれの場合も上記の計算の結果算出される金

－個１０－



前　事　業　年　度 当　事　業　年　度
自  平成１５年４月 １日 自  平成１６年４月 １日

至  平成１６年３月31日 至  平成１７年３月31日

　　　額が第１決定日に有効な転換価額の80％未満となる場

　　　合、転換価額は第１決定日に有効な転換価額の80％に

　　　あたる金額で１円未満を切上げた金額とする。

11.新株予約権の行使請求期間

　　　2005年５月９日から2009年３月17日の銀行営業終了時

　　　（いずれもルクセンブルグ時間）までとする。但し、

　　　当社の選択による繰上償還の場合、当該償還日に先立

　　　つ５銀行営業日目の日の銀行営業終了時まで、本社債

　　　につき期限の利益を喪失した場合、期限の利益喪失時

　　　までとする。

　　　上記いずれの場合も、2009年３月17日より後に本新株

　　　予約権を行使することはできない。

12.新株予約権の行使の条件

　　　各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

13.資金使途

　　　設備資金及び借入金の返済に充当する。

－個１１－



９.役員の異動

役員の異動につきましては平成１７年２月２５日に開示済みであります。

- 個12 -




